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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成25年４月１日（月）開催の取締役会において、米国ＮＡＳＤＡＱ（以下「ＮＡＳＤＡＱ」と

いう。）における当社普通株式を原株とする預託証券（以下「本件ＡＤＲ」という。）の上場に関連して、

本件ＡＤＲを米国その他の海外市場において募集（以下「本件ＡＤＲ募集」という。）することを決議し

ました。

　当社は、同月９日（火）開催の取締役会において、オーバーアロットメントの対象となる部分に係る本件

ＡＤＲが表章する当社普通株式（以下「本件オーバーアロットメント対象株式」という。）を本邦外の者

であるＭａｘｉｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＬＣ及びＴｈｅ　Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ　Ｃｏｍｐａｎｙ，ＬＬＣに対して

第三者割当の方法で発行及び募集すること（以下「本件オーバーアロットメント対象株式募集」とい

う。）を決議し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

２号の規定に基づき臨時報告書を同日付で提出しておりました。

　当社は、同月25日（木）開催の取締役会において、日本及び米国の株式市場及び為替市場の動向、決済シス

テム上の手続、並びに日本の大型連休に伴う日程調整の必要性などの事情を総合的に勘案した結果、日本企

業では約14年ぶりになるＮＡＳＤＡＱ上場に向けたＡＤＲ発行をより確実に実行するために、本件ＡＤＲ

募集において本件ＡＤＲの裏付けとなる当社普通株式（①オーバーアロットメントの対象となる部分に係

らない本件ＡＤＲを裏付ける当社普通株式、②オーバーアロットメントの対象となる部分に係る本件ＡＤ

Ｒを裏付ける当社普通株式）の発行及び募集（以下①と②を併せて「本件新募集」という。）を従来と異

なる払込期日等の日程にてあらたに決議しました。これに伴い、本件オーバーアロットメント対象株式募集

を形式上中止することを決議いたしましたので、同法第24条の５第５項が準用する同法第７条第１項の規

定に基づき、当該臨時報告書について、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

 

　なお、当社は、本件新募集の決議について、臨時報告書をそれぞれ本日付で提出する予定です。

　

２ 【訂正内容】

当社は、平成25年４月９日付で提出しました本件オーバーアロットメント対象株式募集についての臨時

報告書の全文を削除いたします。
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